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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）熱硬化性樹脂、
　（Ｂ）無機充填材、及び
　（Ｃ）下記構造式（Ｉ）で表記される構造を有するモノマーと下記構造式（ＩＩ）で表
記される構造を有するモノマーとの共重合体であって、ｘとｙとの比がｘ：ｙ＝２０：８
０～５０：５０である共重合体を含み、
　前記（Ａ）熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂とフェノール樹脂を含み、
　前記（Ｂ）無機充填材がシリカを含み、
　前記（Ａ）熱硬化性樹脂：前記（Ｂ）無機充填材：前記（Ｃ）共重合体との比が、１０
０質量部：１００～３００質量部：３０～６０質量部であり、
　前記（Ｃ）共重合体の重量平均分子量が７０万～１.０×１０６である、樹脂組成物。
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【化１】

　（上記式（Ｉ）及び上記式（ＩＩ）中、
Ｒ１はＣＨ３であり、
Ｒ２は、炭素数が２以上であるアルキル基である）
【請求項２】
　前記（Ａ）熱硬化性樹脂のガラス転移温度が２７０℃以上である、請求項１記載の樹脂
組成物。
【請求項３】
　前記（Ａ）熱硬化性樹脂が、分子内に２個以上のエポキシ基を有するエポキシ樹脂と、
分子内に２個以上の水酸基を有するフェノール樹脂を含有する、請求項１または２に記載
の樹脂組成物。
【請求項４】
　前記（Ｃ）共重合体における、前記構造式（Ｉ）で表記される構造を有するモノマーの
比率が２０～５０質量％である、請求項１～３のいずれかに記載の樹脂組成物。
【請求項５】
　前記（Ｃ）共重合体が前記（Ａ）熱硬化性樹脂と反応し得る反応基を有する、請求項１
～４のいずれかに記載の樹脂組成物。
【請求項６】
　前記反応基がエポキシ基である、請求項５に記載の樹脂組成物。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の樹脂組成物の半硬化物からなる樹脂層と、前記樹脂層
内に設けられた繊維質基材とを備えるプリプレグ。
【請求項８】
　金属箔上に、請求項１～６のいずれかに記載の樹脂組成物の半硬化物からなる樹脂層を
備える樹脂付き金属箔。
【請求項９】
　請求項１～６のいずれかに記載の樹脂組成物の硬化物からなる樹脂層と、その上下の両
面又は片面に金属層とを有する、金属張積層板。
【請求項１０】
　請求項１～６のいずれかに記載の樹脂組成物の硬化物からなる樹脂層と、その表面に回
路としての導体パターンとを有する、配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂組成物、並びに、それを用いたプリプレグ、樹脂付き金属箔、金属張積
層板及び配線板に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の小型化及び薄型化に伴い、電子機器に備えられる電子部品として、表面実装
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型パッケージのものが用いられることが多くなってきている。このようなパッケージ（Ｐ
ＫＧ）としては、具体的には、ＢＯＣ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｂｏａｒｄ）等の、半導体チッ
プを基板上に実装するパッケージが挙げられる。このようなパッケージは、半導体チップ
と基板とが接合した構造となっている。このため、半導体チップと基板との熱膨張率（Ｃ
ｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ：ＣＴＥ）の相違に
より、温度変化によるパッケージの反り等の変形が発生することがあった。また、このよ
うなパッケージは、反りが大きくなると、半導体チップと基板とを引き剥がす力が大きく
なり、半導体チップと基板との接続信頼性も低下することになる。
【０００３】
　また、電子機器は、小型化及び薄型化のさらなる要求がある。このような要求を満たす
ために、電子部品の小型化及び薄型化が図られ、それに伴い、電子部品のパッケージを構
成する基板の薄型化が検討されている。このように薄型化された基板の場合、上記反りが
発生しやすい傾向があり、反りの発生を抑制することがより求められるようになってきて
いる。
【０００４】
　さらに、電子機器を多機能化するためには、搭載される電子部品の数を増加する必要が
ある。この要求を満たすために、複数のサブパッケージを積層して基板上に実装して、さ
らにパッケージ化するパッケージ・オン・パッケージ（Ｐａｃｋａｇｅ　ｏｎ　Ｐａｃｋ
ａｇｅ：ＰｏＰ）というパッケージの形態が採用されている。例えば、スマートフォンや
タブレットコンピュータ等の携帯端末装置等に、このＰｏＰが多く採用されている。また
、このＰｏＰは、複数のサブパッケージが積層する形態であるため、サブパッケージ毎の
接続信頼性等が重要となってくる。この接続信頼性を高めるためには、サブパッケージと
して用いられている各パッケージの反りの低減が求められる。
【０００５】
　現在、パッケージの反りを小さくする基板材料として提案されているのは、高剛性、低
熱膨張率という方向性で開発した材料である（例えば、特許文献１～３）。すなわち、剛
性が高ければ高いほど、熱膨張率（ＣＴＥ：ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅｒｍ
ａｌ　ｅｘｐａｎｓｉｏｎ）が低ければ低いほど、パッケージの反りが小さくなるという
提案である。
【０００６】
　しかし、上記特許文献１～３に記載されているような高剛性、低熱膨張率の材料は、特
定のパッケージ形態には反りを低減する効果が確認されているものの、パッケージ形態が
変わると全く異なる反り挙動となるため、汎用性に欠けるという問題があった。
【０００７】
　また、基板材料の熱膨張率を低下させる手法として、アクリル酸エステル共重合体など
のエラストマー成分を添加する手法が報告されているが（例えば、特許文献４）、エラス
トマー成分を添加することで、基材材料（樹脂組成物）の耐薬品性を低下させるおそれが
あった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－１３７９４２号公報
【特許文献２】特開２００７－１３８１５２号公報
【特許文献３】特開２００８－００７７５６号公報
【特許文献４】特開２０１４－１９３９９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、得られるパッケージの反りを低減する
ことができると共に、耐薬品性及び成形性を兼ね備えた樹脂組成物、並びにそれを用いた
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プリプレグ、樹脂付き金属箔、金属張積層板、配線板を提供することを目的とするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様に係る樹脂組成物は、（Ａ）熱硬化性樹脂、（Ｂ）無機充填材、及び
（Ｃ）下記構造式（Ｉ）で表記される構造を有するモノマーと下記構造式（ＩＩ）で表記
される構造を有するモノマーとの共重合体であって、ｘとｙとの比がｘ：ｙ＝２０：８０
～５０：５０である共重合体を含み、前記（Ａ）熱硬化性樹脂：前記（Ｂ）無機充填材：
前記（Ｃ）共重合体との比が、１００質量部：１００～３００質量部：３０～６０質量部
であることを特徴とする。
【００１１】
【化１】

　（上記式（Ｉ）及び上記式（ＩＩ）中、
Ｒ１はＣＨ３であり、
Ｒ２は、炭素数が２以上であるアルキル基である）
【００１２】
　また、前記樹脂組成物において、前記（Ａ）熱硬化性樹脂のガラス転移温度が２７０℃
以上であることが好ましい。
【００１３】
　さらに、前記（Ａ）熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂と硬化剤とを含むことが好ましい。
【００１４】
　さらに、前記樹脂組成物において、前記（Ａ）熱硬化性樹脂が、分子内に２個以上のエ
ポキシ基を有するエポキシ樹脂と、分子内に２個以上の水酸基を有するフェノール樹脂を
含有することが好ましい。
【００１５】
　また、前記樹脂組成物において、前記（Ｃ）共重合体が前記（Ａ）熱硬化性樹脂と反応
し得る反応基を有することが好ましい。
【００１６】
　また、前記反応基がエポキシ基であることが好ましい。
【００１７】
　本発明の他の一態様に係るプリプレグは、前記樹脂組成物の半硬化物からなる樹脂層と
、前記樹脂層内に設けられた繊維質基材とを備えることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の他の一態様に係る樹脂付き金属箔は、金属箔上に、前記樹脂組成物の半
硬化物からなる樹脂層を備えることを特徴とする。
【００１９】
　さらに、本発明の他の一態様に係る金属張積層板は、前記樹脂組成物の硬化物からなる
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樹脂層と、その上下の両面又は片面に金属層とを有することを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の他の一態様に係る配線板は、前記樹脂組成物の硬化物からなる樹脂層と
、その表面に回路としての導体パターンとを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、パッケージの反りを低減することができると共に、耐薬品性及び成形
性を兼ね備えた樹脂組成物、並びにそれを用いたプリプレグ、樹脂付き金属箔、金属張積
層板、配線板を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明に係る実施形態について説明するが、本発明は、これらに限定されるもの
ではない。
【００２３】
　本実施形態の樹脂組成物は、（Ａ）熱硬化性樹脂、（Ｂ）無機充填材、及び（Ｃ）下記
構造式（Ｉ）で表記される構造を有ｓるモノマーと下記構造式（ＩＩ）で表記される構造
を有するモノマーとの共重合体であって、ｘとｙとの比がｘ：ｙ＝２０：８０～５０：５
０である共重合体を含み、前記（Ａ）熱硬化性樹脂：前記（Ｂ）無機充填材：前記（Ｃ）
共重合体との比が、１００質量部：１００～３００質量部：３０～６０質量部であること
を特徴とする。
【００２４】
　前記樹脂組成物は、以下の（Ａ）熱硬化性樹脂と、（Ｂ）無機充填材と、（Ｃ）共重合
体とを、１００質量部：１００～３００質量部：３０～６０質量部という配合比で含有す
る樹脂組成物である。
【００２５】
　本実施形態の樹脂組成物を用いることにより、弾性を下げて応力を緩和させることがで
きるのでパッケージの形態に依存することなく汎用的にパッケージの反りを低減すること
ができるものである。また、本実施形態の樹脂組成物を用いたプリプレグは、耐薬品性お
よび耐熱性に優れ、また成形性においても優れているため、各電子部品用の材料として有
用である。
【００２６】
　次に、各成分について詳しく説明する。
【００２７】
　〔（Ａ）成分：熱硬化性樹脂〕
　本実施形態の（Ａ）成分として使用される熱硬化性樹脂としては、配線板等の用途に使
用されている熱硬化性樹脂を特に限定なく使用することができる。
【００２８】
　熱硬化性樹脂としては、例えば、少なくともエポキシ樹脂が含まれる樹脂を使用するこ
とができる。熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂とこれ以外の熱硬化性樹脂を含む混合物であ
ってもよいし、エポキシ樹脂のみを含むものであってもよい。
【００２９】
　上記エポキシ樹脂としては、配線板用の各種基板材料を形成するために用いられるエポ
キシ樹脂であれば、特に限定されない。例えば、ビナフタレン型エポキシ樹脂、クレゾー
ルノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エ
ポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、脂肪族鎖状エポキ
シ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、
アルキルフェノールノボラック型エポキシ樹脂、アラルキル型エポキシ樹脂、ビフェノー
ル型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、トリスヒドロキシフェニルメ
タン型エポキシ化合物、フェノール類とフェノール性水酸基を有する芳香族アルデヒドと
の縮合物のエポキシ化物、ビスフェノールのジグリシジルエーテル化物、ナフタレンジオ
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ールのジグリシジルエーテル化物、フェノール類のグリシジルエーテル化物、アルコール
類のジグリシジルエーテル化物、トリグリシジルイソシアヌレート等が挙げられる。これ
らは、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００３０】
　さらに、上記エポキシ樹脂にそれ以外のエポキシ樹脂、例えば、グリシジルエーテル型
エポキシ樹脂、グリシジルアミン型エポキシ樹脂、グリシジルエステル型エポキシ樹脂、
酸化型エポキシ樹脂等を適宜配合することもできる。
【００３１】
　特に、硬化性に優れるという点では、１分子中に２以上のエポキシ基を有するエポキシ
樹脂を使用することが好ましい。
【００３２】
　また、本実施形態の熱硬化性樹脂組成物に使用する硬化剤としては、上記エポキシ樹脂
等の熱硬化性樹脂の硬化剤として使用できるものであれば、特に限定なく使用することが
できる。
【００３３】
　具体的には、例えば、第１アミンや第２アミンなどのジアミン系硬化剤、２官能以上の
フェノール化合物、酸無水物系硬化剤、ジシアンジアミド、ポリフェニレンエーテル化合
物（ＰＰＥ）が挙げられる。
【００３４】
　前記硬化剤としては、特に２官能以上のフェノール樹脂が好ましく用いられる。このよ
うな２官能以上のフェノール樹脂としては、例えば、ノボラック型フェノール樹脂、ナフ
タレン型フェノール樹脂、クレゾールノボラック樹脂、芳香族炭化水素ホルムアルデヒド
樹脂変性フェノール樹脂、ジシクロペンタジエンフェノール付加型樹脂、フェノールアラ
ルキル樹脂、クレゾールアラルキル樹脂、ナフトールアラルキル樹脂、ビフェニル変性フ
ェノールアラルキル樹脂、フェノールトリメチロールメタン樹脂、テトラフェニロールエ
タン樹脂、ナフトールノボラック樹脂、ナフトール－フェノール共縮ノボラック樹脂、ナ
フトール－クレゾール共縮ノボラック樹脂、ビフェニル変性フェノール樹脂、アミノトリ
アジン変性フェノール樹脂、ビフェノール、グリオキザールテトラフェノール樹脂、ビス
フェノールＡノボラック樹脂、ビスフェノールＦノボラック樹脂等が挙げられる。これら
は１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００３５】
　なお、熱硬化性樹脂中におけるエポキシ樹脂と硬化剤との配合比は、特に限定はされな
いが、通常、質量比で７０：３０～３０：７０程度である。
【００３６】
　〔（Ｂ）成分：無機充填材〕
　本実施形態で（Ｂ）成分として使用できる無機充填材は、特に限定されるものではない
。具体的には、無機充填材としては、例えば、球状シリカ、硫酸バリウム、酸化ケイ素粉
、破砕シリカ、焼成タルク、チタン酸バリウム、酸化チタン、クレー、アルミナ、マイカ
、ベーマイト、ホウ酸亜鉛、スズ酸亜鉛、その他の金属酸化物や金属水和物等が挙げられ
る。このような無機充填材が樹脂組成物に含有されていると、得られるプリプレグや積層
板の耐熱性を高めることができるものである。
【００３７】
　なかでもシリカを用いることが、積層板の電気特性を向上させるという利点もあるため
好ましい。
【００３８】
　本実施形態の樹脂組成物中の（Ｂ）成分は、前記熱硬化性樹脂１００質量部に対して、
１００質量部～３００質量部であることが好ましい。樹脂組成物中の（Ｂ）成分が前記熱
硬化性樹脂１００質量部に対して、１００質量部未満となると、樹脂系の耐熱性が低下す
ることや、基板の低ＣＴＥ化が達成できなくなるおそれがある。また、前記熱硬化性樹脂
１００質量部に対して、３００質量部を超える場合は、樹脂組成分中の樹脂成分の比率が
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低下するため、ボイドや樹脂分離の発生等、成型性を確保できなくなるおそれがある。
【００３９】
　〔（Ｃ）成分：共重合体〕
　本実施形態の（Ｃ）成分である共重合体は、低弾性成分として含有されており、具体的
には上記式（Ｉ）（ＩＩ）で表される構造を有するアクリルゴムである。
【００４０】
　すなわち、（Ｃ）成分の共重合体は、上記構造式（Ｉ）で表記される構造を有するモノ
マーと下記構造式（ＩＩ）で表記される構造を有するモノマーとの共重合体であり、上記
構造式（Ｉ）で表記される構造を有するモノマーの配合比率が２０質量％以上である共重
合体である。より具体的には、上記構造式（Ｉ）および（ＩＩ）において、ｘとｙの比率
が、ｘ：ｙ＝２０：８０～５０：５０であり、式（Ｉ）（ＩＩ）で表される構造の配列順
序は特に限定されない。上記式（Ｉ）（ＩＩ）で表される構造は、ブロック共重合体であ
ってもランダム共重合体であってもよい。
【００４１】
　また、好ましくは、（Ｃ）成分の共重合体は、上記（Ａ）成分の熱硬化性樹脂と反応し
得る反応基を有する。特に、当該反応基がエポキシ基であることが望ましい。それにより
熱硬化性樹脂とネットワークを形成することで可能となり樹脂の耐熱性、耐薬品性等の改
善が期待出来ると考えられる。
【００４２】
　（Ｃ）成分の共重合体の分子量は、例えば、重量平均分子量（Ｍｗ）が１.０×１０４

～１.０×１０６程度である高分子量体であることが好ましい。重量平均分子量がこの範
囲であれば、優れた耐薬品性と成形性がより確実に得られると考えられる。
【００４３】
　本実施形態の樹脂組成物中の（Ｃ）成分は、前記熱硬化性樹脂１００質量部に対して、
３０質量部～６０質量部であることが好ましい。樹脂組成物中の（Ｃ）成分が前記熱硬化
性樹脂１００質量部に対して、３０質量部未満となると、熱硬化性樹脂に十分な応力緩和
効果を付与することが出来ず期待される低ＣＴＥ化の効果が発現しないおそれがある。ま
た、前記熱硬化性樹脂１００質量部に対して、６０質量部を超える場合は、熱硬化性樹脂
の樹脂と共重合体が相溶出来なくなり、十分な成型性を確保できなくなるおそれがある。
【００４４】
　〔その他〕
　また、本実施形態の樹脂組成物は、上記以外の成分を含有していてもよい。例えば、硬
化促進剤を含有してもよい。硬化促進剤としては、特に限定されるものではない。例えば
、イミダゾール類及びその誘導体、有機リン系化合物、オクタン酸亜鉛等の金属石鹸類、
第二級アミン類、第三級アミン類、第四級アンモニウム塩等を用いることができる。また
、樹脂組成物には、光安定剤、粘度調整剤、及び難燃剤等を含有していてもよい。
【００４５】
　〔プリプレグ〕
　本実施形態のプリプレグは、上述したような樹脂組成物の半硬化物からなる樹脂層と、
前記樹脂層内に設けられた繊維質基材とを備えることを特徴とする。本実施形態において
、樹脂組成物の半硬化物とは、硬化反応の中間の段階にあるものをさす。
【００４６】
　すなわち、本実施形態のプリプレグは、前記樹脂組成物を繊維質基材に含浸させて、そ
れを半硬化状態（いわゆるＢステージ状態）となるまで加熱乾燥することによって形成さ
れている。
【００４７】
　本実施形態で用いられる繊維質基材としては、具体的には、例えば、ガラスクロス、ア
ラミドクロス、ポリエステルクロス、ガラス不織布、アラミド不織布、ポリエステル不織
布、パルプ紙、及びリンター紙等が挙げられる。なお、ガラスクロスを用いると、機械強
度が優れた積層板が得られ、特に偏平処理加工したガラスクロスが好ましい。偏平処理加
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工としては、具体的には、例えば、ガラスクロスを適宜の圧力でプレスロールにて連続的
に加圧してヤーンを偏平に圧縮することにより行うことができる。なお、織布基材の厚み
としては、例えば、１０～２００μｍのものを使用できる。
【００４８】
　本実施形態のプリプレグは以下のようにして得ることができる。まず、上記の（Ａ）成
分、（Ｂ）成分および（Ｃ）成分、あるいは、そこへ必要に応じて硬化促進剤等の添加剤
を配合することによって樹脂組成物を調製することができ、さらにこれを溶剤で希釈する
ことによって樹脂組成物のワニスを調製することができる。
【００４９】
　具体的には、例えば、まず、前記樹脂組成物のうちの、有機溶媒に溶解できる各成分を
、有機溶媒に投入して溶解させる。この際、必要に応じて、加熱してもよい。その後、必
要に応じて用いられ、有機溶媒に溶解しない成分、例えば、無機充填材等を添加して、ボ
ールミル、ビーズミル、プラネタリーミキサー、ロールミル等を用いて、所定の分散状態
になるまで分散させることにより、ワニス状の樹脂組成物が調製される。ここで用いられ
る有機溶媒としては、特に限定されない。具体的には、アセトン、メチルエチルケトン及
びシクロヘキサノン等のケトン系溶剤、トルエン及びキシレン等の芳香族系溶剤、ジメチ
ルホルムアミド等の窒素含有溶剤等が挙げられる。
【００５０】
　得られた樹脂ワニスを用いてプリプレグを製造する方法としては、例えば、得られた樹
脂ワニスを繊維質基材に含浸させた後、乾燥する方法が挙げられる。すなわち、本実施形
態に係るプリプレグは、前記樹脂ワニスを繊維質基材に含浸させて得られたものである。
このようなプリプレグであれば、パッケージの反りの発生を充分に抑制できるとともに耐
薬品性と成形性に優れている。また、これを用いて反りが抑制された配線板などを得るこ
とができる。
【００５１】
　樹脂ワニスを上述したような繊維質基材へ含浸させる手段としては、浸漬、塗布、ロー
ルコート、ダイコート、噴霧、バーコート等によって行うことができる。この含浸は、必
要に応じて複数回繰り返すことも可能である。また、この際、組成や濃度の異なる複数の
樹脂ワニスを用いて含浸を繰り返し、最終的に希望とする組成及び樹脂量に調整すること
も可能である。
【００５２】
　樹脂ワニスが含浸された繊維質基材は、所望の加熱条件、例えば、１２０～１９０℃で
３～１５分間加熱されることにより半硬化状態（Ｂステージ）のプリプレグが得られる。
【００５３】
　さらに、プリプレグの別の実施形態として、半硬化させることなく、前記樹脂ワニスを
繊維質基材に含浸させた状態であってもよい。この場合、樹脂組成物はＢステージではな
く、いわゆるＡステージの状態である。
【００５４】
　〔樹脂付き金属箔〕
　本実施形態の樹脂付き金属箔は、金属箔の上に上述したような樹脂組成物の半硬化物か
らなる樹脂層を備えている。
【００５５】
　樹脂付き金属箔を作成する方法としては、例えば、上述したような樹脂ワニスを、硬化
後の厚みが１０～１００μｍとなるように、銅箔等の金属箔のマット面上に塗布させた後
、乾燥する方法が挙げられる。すなわち、本実施形態に係る樹脂付き金属箔は、前記樹脂
ワニスを金属箔上に塗布させて半硬化させることにより、金属箔上に半硬化樹脂層を備え
ている。このような樹脂付き金属箔であれば、得られるパッケージの反りの発生を充分に
抑制できるとともに耐薬品性と成形性に優れている。また、これを用いて反りが充分に抑
制された配線板などを得ることができる。
【００５６】
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　樹脂ワニスの金属箔上への塗布は、必要に応じて複数回繰り返すことも可能である。ま
た、この際、組成や濃度の異なる複数の樹脂ワニスを用いて塗布を繰り返し、最終的に希
望とする組成及び樹脂厚みに調整することも可能である。
【００５７】
　樹脂ワニスが塗布された金属箔は、所望の加熱条件、例えば、１２０～１９０℃で３～
１５分間加熱されることにより半硬化状態（Ｂステージ）の樹脂付き金属箔が得られる。
なお、本実施形態の樹脂付き金属箔の樹脂層は通常Ｂステージの状態であるが、本発明に
は樹脂ワニスを金属箔に塗布して乾燥させただけのもの、すなわち、樹脂層がＡステージ
の状態であるものを包括される。
【００５８】
　さらに、本実施形態の樹脂付き金属箔は、半硬化物からなる樹脂層中に前記プリプレグ
と同様の繊維質基材を有していてもよい。
【００５９】
　〔金属張積層板および配線板〕
　本実施形態に係る金属張積層板は、前記樹脂組成物の硬化物からなる樹脂層と、その上
下の両面又は片面に金属層とを有することを特徴とする。このような金属張積層板であれ
ば、パッケージの反りの発生を充分に抑制でき、かつ耐薬品性に優れた配線板を製造でき
る。
【００６０】
　本実施形態の樹脂組成物を用いて金属張積層板を作製する具体的な方法としては、例え
ば、上述したようなプリプレグを一枚または複数枚重ね、さらにその上下の両面又は片面
に銅箔等の金属箔を重ね、これを加熱加圧成形して積層一体化することによって、両面金
属箔張り又は片面金属箔張りの積層体を作製する方法などが挙げられる。
【００６１】
　そして、本実施形態に係る配線板は、前記樹脂組成物の硬化物からなる樹脂層と、その
表面に回路として導電パターンを有することを特徴とする。本実施形態の樹脂組成物を用
いて配線板を作製する具体的な方法としては、例えば、上述の金属張積層体の表面の金属
箔をエッチング加工等して部分的に除去し、回路形成をすることによって、積層体の表面
に回路として導体パターンを設けた配線板を得ることができる。なお、回路形成の手段と
しては、様々な手法を用いることができ、例えば、サブトラクティブ法、アディティブ法
、セミアディティブ法、Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ
（ＣＭＰ）法、トレンチ工法、インクジェット法や、導電ペーストを用いる方法などが具
体的手段として挙げられる。
【００６２】
　本実施形態の配線板であれば、半導体チップを接合したパッケージの形態にしても、反
りの発生を充分に抑制でき、さらに優れた耐薬品性を兼ね備えている。
【００６３】
　本明細書は、上述したように、様々な態様の技術を開示しているが、そのうち主な技術
を以下に纏める。
【００６４】
　本発明の一態様に係る樹脂組成物は、（Ａ）熱硬化性樹脂、（Ｂ）無機充填材、及び
（Ｃ）下記構造式（Ｉ）で表記される構造を有するモノマーと下記構造式（ＩＩ）で表記
される構造を有するモノマーとの共重合体であって、ｘとｙとの比がｘ：ｙ＝２０：８０
～５０：５０である共重合体を含み、前記（Ａ）熱硬化性樹脂：前記（Ｂ）無機充填材：
前記（Ｃ）共重合体との比が、１００質量部：１００～３００質量部：３０～６０質量部
であることを特徴とする。
【００６５】
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【化２】

　（上記式（Ｉ）及び上記式（ＩＩ）中、
Ｒ１はＣＨ３であり、
Ｒ２は、炭素数が２以上であるアルキル基である）
【００６６】
　このような構成の樹脂組成物を用いることによって、積層板の弾性を低下させて応力を
緩和することができ、パッケージの反りを低減することができると共に、優れた耐薬品性
、成形性等を兼ね備えたプリプレグ等の電子材料を提供することができる。
【００６７】
　また、前記樹脂組成物において、前記（Ａ）熱硬化性樹脂のガラス転移温度が２７０℃
以上であることが好ましい。それにより、パッケージの反りをより確実に低減することが
できると考えられる。
【００６８】
　さらに、前記樹脂組成物において、前記（Ａ）熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂と硬化剤と
を含むことが好ましく、また、前記エポキシ樹脂が分子内に２個以上のエポキシ基を有す
るエポキシ樹脂を含み、前記硬化剤が分子内に２個以上の水酸基を有するフェノール樹脂
を含有することが好ましい。
【００６９】
　そのような構成とすることにより、上記効果をより確実に得ることができる。
【００７０】
　また、前記（Ｃ）共重合体における、前記構造式（Ｉ）で表記される構造を有するモノ
マーの比率が２０～５０質量％であることが好ましい。それにより、上記効果をより確実
に得ることができる。
【００７１】
　さらに、前記樹脂組成物において、前記（Ｃ）共重合体が前記（Ａ）熱硬化性樹脂と反
応し得る反応基を有することが好ましく、また、前記反応基がエポキシ基であることが好
ましい。それにより、上記効果をより確実に得ることができる。
【００７２】
　本発明の他の一態様に係るプリプレグは、前記樹脂組成物の半硬化物からなる樹脂層と
、前記樹脂層内に設けられた繊維質基材とを備えることを特徴とする。このような構成に
より、パッケージの反りを低減することができると共に、優れた耐薬品性、成形性等を兼
ね備えたプリプレグを提供することができる。
【００７３】
　また、本発明の他の一態様に係る樹脂付き金属箔は、金属箔上に、前記樹脂組成物の半
硬化物からなる樹脂層を備えることを特徴とする。このような構成により、パッケージの
反りを低減することができると共に、優れた耐熱性と耐薬品性、成形性等を兼ね備えた樹
脂付き金属箔を提供することができる。
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【００７４】
　さらに、本発明の他の一態様に係る金属張積層板は、前記樹脂組成物の硬化物からなる
樹脂層と、その上下の両面又は片面に金属層とを有することを特徴とする。
【００７５】
　また、本発明の他の一態様に係る配線板は、前記樹脂組成物の硬化物からなる樹脂層と
、その表面に回路としての導体パターンとを有することを特徴とする。
【００７６】
　このような構成によれば、半導体チップ等を接合したパッケージの形態にしても、反り
の発生を充分に抑制でき、優れた耐薬品性を有する金属張積層板ひいては配線板を提供す
ることができる。
【００７７】
　以下に、実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明の範囲はこれらに限定
されるものではない。
【実施例】
【００７８】
　まず、本実施例において、樹脂組成物を調製する際に用いた各成分について説明する。
【００７９】
　（Ａ成分・熱硬化性樹脂）
・ナフタレン環含有エポキシ樹脂：ＤＩＣ社製「ＨＰ４７１０」、エポキシ当量１７３、
・トリフェニルメタン型エポキシ樹脂：日本化薬製「ＥＰＰＮ５０２Ｈ」、エポキシ当量
１７１
・フェノール樹脂硬化剤：ＤＩＣ社製「ＴＤ－２０９０　６０Ｍ」、水酸基当量１０５
　（Ｂ成分・無機充填材）
・球状シリカ：表面をイソシアネートシランで表面処理された球状シリカＳＣ６５００－
ＧＮＤ（株式会社アドマテックス製）
　（Ｃ成分・共重合体）
・共重合体１：アクリルゴム、ナガセケムテックス社製「ＳＧ－Ｐ３　改１９７」（式中
、Ｒ１はメチル、Ｒ２としてブチル基を有し、ｘ：ｙ＝４７：５３である。エポキシ価０
．１７eｑ／ｋｇ、Ｍｗ７０万）
・共重合体２：アクリルゴム、ナガセケムテックス社製「ＳＧ－Ｐ３　改２０４」（式中
、Ｒ１はメチル、Ｒ２としてブチル基とエチル基を有し、ｘ：ｙ＝２０：８０である。エ
ポキシ価０．２１ｅｑ／ｋｇ、Ｍｗ８０万）
・共重合体３：アクリルゴム、ナガセケムテックス社製「ＳＧ－Ｐ３　改２１５」（式中
、Ｒ１はメチル、Ｒ２としてブチル基とエチル基を有し、ｘ：ｙ＝１５：８５である。エ
ポキシ価０．２０ｅｑ／ｋｇ、Ｍｗ８５万）
・共重合体４：アクリルゴム、ナガセケムテックス社製「ＳＧ－Ｐ３－Ｍｗ１」（式中、
アクリロニトリル基およびＲ２としてブチル基、エチル基を有し、ｘ＝０である。エポキ
シ価０．２ｅｑ／ｋｇ、Ｍｗ２６万）
・共重合体５：・共重合体４：アクリルゴム、ナガセケムテックス社製「ＳＧ－Ｐ３　改
２２５」（式中、Ｒ１はメチル、Ｒ２としてメチル基を有し、ｘ：ｙ＝３～８：９２～９
７である。エポキシ価０．２１ｅｑ／ｋｇ、Ｍｗ６５万）
【００８０】
　［実施例１］
　（プリプレグ）
　まず、表１に記載の配合割合になるように、溶剤（メチルエチルケトン）にエポキシ樹
脂（ナフタレン環含有エポキシ樹脂：トリフェニルメタン型エポキシ樹脂が質量比で２：
１）、硬化剤および共重合体を添加した後、ディスパーを用いて６０分間攪拌することに
よって、完全に溶解させた（固形分濃度：５０～６０質量％）。そして、さらに、無機充
填材を添加して、分散させることによって、ワニス状の樹脂組成物（樹脂ワニス）が得ら
れた。
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【００８１】
　次に、繊維質基材として、日東紡績株式会社製の♯２１１８Ｔタイプのガラスクロスを
用いた。そして、上記の樹脂ワニスを繊維質基材に硬化後の厚みが１０５μｍとなるよう
に含浸させると共に、これを半硬化状態となるまで１３０℃で３分間加熱乾燥することに
よってプリプレグを得た。
【００８２】
　（金属張積層板）
　上記のプリプレグを２枚重ね、その両側に厚さ３μｍの銅箔（三井金属鉱業社製のＭＴ
１８Ｅｘ－３）を配置して被圧体とし、温度２１０℃、圧力４０ｋｇ／ｃｍ２の条件で１
２０分加熱・加圧して両面に銅箔が接着された、厚み２１０ｍｍの銅張積層板を得た。
【００８３】
　［実施例２～４および比較例１～８］
　樹脂組成物の配合を表１に示すように変更した以外は、実施例１と同様にしてプリプレ
グおよび銅張積層板を得た。
【００８４】
　上記のようにして得られたそれぞれのプリプレグおよび銅張積層板を評価用サンプルと
して用いて、以下に示す方法により各評価試験を行った。
【００８５】
　〔評価〕
　（熱膨張率（ＣＴＥ））
　上記の銅張積層板の銅箔を除去したものを試料とし、５０～１００℃という温度におけ
る、面方向の熱膨張係数を、ＪＩＳ　Ｃ　６４８１に従ってＴＭＡ法（Ｔｈｅｒｍｏ－ｍ
ｅｃｈａｎｉｃａｌ　ａｎａｌｙｓｉｓ）により測定した。測定には、ＴＭＡ装置ＳＳ７
１００（エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社製「ＴＭＡ」）を用いた。ＣＴＥにつ
いては、本実施例では、５ｐｐｍ以下を合格とした。
【００８６】
　（耐薬品性）
　耐薬品性は、ローム＆ハース社製のＦＲ－４推奨条件で２回処理し、その測定前後の重
量変化量の単位面積当たりの数値で評価を行った。この数値が、０．７ｍｇ／ｃｍ２以下
であれば合格とした。
【００８７】
　（銅張積層板の銅箔をエッチングした後の外観）
　上記の銅張積層板の銅箔をエッチング液を用いて取り除いた３４０×５１０ｍｍの積層
板を目視で観察して、ボイドやカスレを確認することにより評価した。ボイドやカスレが
ないものを合格とした。
【００８８】
　以上の結果を、下記表１にまとめる。なお、表中の各成分の数値は質量部を示す。
【００８９】
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【表１】

【００９０】
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　（考察）
　以上のことから、本発明の樹脂組成物を用いることにより、低熱膨張率の金属張積層板
が得られることがわかり、これによりパッケージ等の反りを抑えられることが明らかとな
った。また、実施例で得られた、本発明の樹脂組成物を用いたプリプレグはいずれも、耐
薬品性および成形性にも優れていた。
【００９１】
　これに比べて、本発明に係る共重合体を有さない比較例１～４の樹脂組成物を用いたプ
リプレグでは、熱膨張率、あるいは耐薬品性の少なくともいずれかにおいて劣る結果とな
った。
【００９２】
　また、無機充填材の配合が少ない比較例５では、熱膨張率が上がってしまい、一方の無
機充填材の配合の多い比較例６では、成形性に劣る結果となった。
【００９３】
　さらに、共重合体の配合が少ない比較例７でも、熱膨張率が上がってしまい、共重合体
の配合の多い比較例８では、成形性に劣る結果となった。
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